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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令について（概要） 

 

１．背景・趣旨 

 令和元年６月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律

第 39 号）が公布され、令和４年６月１日にマイクロチップの装着・登録の義務化に関する

規定が施行された。 

 今般、手続等のより円滑な運用に向け、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成

18 年環境省令第１号。以下「施行規則」という。）の改正を行うもの。 

 

２．規定内容の概要 

（１）狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村から犬が転出した場合における、環境大

臣から当該市区町村へのマイクロチップ登録情報の提供【施行規則第 21 条の９関係】 

狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第４条第２項に基づき、市区町村では犬の登

録を行っており、現行制度上、犬の転出は、狂犬病予防法施行令（昭和 28 年政令第 236

号）第２条の２第２項に基づく転出先の市区町村からの通知によって把握している。今般、

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号。以下「法」という。）第 39

条の７第１項又は第３項の求めを行った市区町村（以下「特例参加市区町村」という。）

において、より確実かつ容易に犬の転出を把握できるようにするため、環境大臣は、犬の

転出に伴い法第 39 条の５第８項の規定による登録事項変更の届出又は法第 39 条の６第

１項の変更登録があった場合に、当該特例参加市区町村に当該犬の転出を通知するものと

する。そのため、施行規則第 21 条の９第３項を新設し、犬の転出に係る特例参加市区町

村への通知を規定する。 

※ その他必要な手当については厚生労働省と検討を行う。 

 
（２）マイクロチップが脱落等した場合の届出【施行規則第 21 条の 10 及び様式第 28 関係】 

法第 39 条の８に基づき、登録を受けた犬又は猫の所有者は、所有する犬又は猫が死亡

したとき及び健康上の理由等により獣医師がマイクロチップを取り外したときに届出を

行うことが義務付けられている。マイクロチップ登録情報の正確性等を確保するため、今

般、これらに加え、マイクロチップが脱落した等の場合にも当該届出を行うものとする。

そのため、施行規則第 21 条の 10 第１項第３号を新設し、法第 39 条の８の規定による届

出が必要な場合として、登録している識別番号により個体の識別ができなくなったときを

加える。これに伴い、届出様式（様式第 28）の改正も行う。 
 

（３）その他【施行規則様式第 22 から第 27 まで】 

 その他、様式第 22 から第 27 までについて、申請・届出する者の氏名カナを追加する等、

軽微な改正を行う。 
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３．施行期日・経過措置 

 施行期日：２．（１）については、令和７年９月１日 

      ２．（２）及び（３）については、公布の日 

 経過措置：様式の改正について、経過措置を設ける。  


